
 

 

 

 

令和４年台風第１４号における本県の被害額 

 

令和４年９月１８日～１９日の台風第１４号における被害額がとりまとまり

ましたので、お知らせします。 

被 害 項 目 被 害 額 

道路施設 ３億円程度 

河川施設 ３億円程度 

砂防施設 なし 

農業（農作物、農地・農業用施設等） ２億円程度 

森林・林業（林地、林道等） １億円程度 

商工 １千万円程度 

教育施設、文化財 １千万円程度 

その他（公園、上下水道施設、水産業、医療福

祉施設等） 
３千万円程度 

計 １０億円程度 

 （注１）被害額は、県が把握している概算の金額であって、今後変動する可能

性がある。 

（注２）被害額は、県管理分に加え、市町村等管理分についても、県が把握し

ているものを含む。 
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